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監
査
対
象
機
関

教
育
庁
社
会
教
育
課

監
査
対
象
期
間

平
成
３
０
年
度

監
査
実
施
日

令
和
元
年
７
月
９
日
、
８
月
１
９
日

監
査
の
結
果

講
じ
た
措
置

（
指
導
事
項
）
２
件
（
収
入
１
、
財
産
１
）

１
）
山
梨
こ
と
ぶ
き
勧
学
院
学
習
費
（
過
年
度
分
）

に
、

円
の
収
入
未
済
が
あ
っ
た
。

２
）
行
政
財
産
の
目
的
外
使
用
許
可
に
お
い
て
、
許

可
期
間
が
１
年
を
超
え
て
い
る
場
合
に
は
、
許
可

指
令
書
に
使
用
料
改
定
の
規
定
を
付
け
加
え
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
規
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の

が
あ
っ
た
。

１
）
（
発
生
原
因
の
検
証
結
果
）

収
入
未
済
に
な
っ
て
い
る

円
に
つ
い
て

は
、
山
梨
こ
と
ぶ
き
勧
学
院
の
基
本
学
習
費
と
し
て

県
に
納
入
す
る
た
め
峡
東
教
育
事
務
所
で
保
管
し
て

い
た
現
金
が
亡
失
し
た
も
の
で
あ
り
、
平
成
２
３
年

５
月
３
１
日
に
同
所
か
ら
日
下
部
警
察
署
に
被
害
届

を
提
出
し
、
警
察
に
よ
る
捜
査
が
行
わ
れ
て
き
た
。

(今
後
の
対
応
策
等
）

 
平
成
３
０
年
４
月
２
１
日
に
刑
事
事
件
の
公
訴
時

効
が
到
来
し
、
犯
人
の
特
定
が
困
難
に
な
っ
た
。

本
件
は
私
法
上
の
債
権
で
あ
る
た
め
、
民
法
上
の

時
効
到
来
を
も
っ
て
不
納
欠
損
処
理
す
る
方
向
で
関

係
課
と
の
協
議
を
行
う
予
定
で
あ
る
。

「
山
梨
県
債
権
回
収
及
び
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
に

従
い
、
時
効
の
管
理
等
に
注
意
し
て
業
務
を
行
う
。

２
）
（
発
生
原
因
の
検
証
結
果
）

 
 
職
員
の
認
識
不
足
に
よ
る
。

 
(今
後
の
対
応
策
等
）

 
  
指
導
後
直
ち
に
許
可
指
令
書
を
変
更
し
た
。

 
  
今
後
は
、
公
有
財
産
事
務
取
扱
規
則
等
の
関
係
法

令
に
留
意
し
、
再
発
防
止
に
努
め
る
と
と
も
に
、
事

務
担
当
者
が
人
事
異
動
で
交
代
し
て
も
わ
か
る
よ
う

に
、
事
務
引
継
書
の
中
で
留
意
点
と
し
て
明
記
す
る
。 

 監
査
対
象
機
関

教
育
庁
ス
ポ
ー
ツ
健
康
課

監
査
対
象
期
間

平
成
３
０
年
度

監
査
実
施
日

令
和
元
年
７
月
１
１
日
、
８
月
１
９
日

監
査
の
結
果

講
じ
た
措
置

（
指
導
事
項
）
１
件
（
財
産
１
）

１
）
公
有
財
産
事
務
取
扱
規
則
第
５
０
条
に
規
定
す

る
次
の
移
動
報
告
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

①
土
地
の
分
筆
作
業
に
伴
う
地
番
と
地
積
の
変
更

②
境
川
自
転
車
競
技
場
敷
地
用
地
の
た
め
の
土
地

貸
付
期
間
の
更
新

１
）
（
発
生
原
因
の
検
証
結
果
）

公
有
財
産
の
移
動
等
に
合
わ
せ
て
、
移
動
報
告
を

行
う
こ
と
を
担
当
者
が
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
。

（
今
後
の
対
応
策
等
）

直
ち
に
移
動
報
告
を
行
っ
た
。

今
後
は
、
公
有
財
産
に
移
動
等
が
あ
っ
た
場
合
に

は
、
移
動
報
告
を
速
や
か
に
行
う
こ
と
を
課
内
に
周

知
徹
底
す
る
と
共
に
、
公
有
財
産
の
管
理
を
分
掌
す

る
担
当
者
及
び
担
当
補
佐
の
引
継
書
に
明
記
す
る
こ

と
と
し
、
再
発
防
止
に
努
め
る
。

  

監
査
対
象
機
関

議
会
事
務
局

監
査
対
象
期
間

平
成
３
０
年
度

監
査
実
施
日

令
和
元
年
８
月
６
日
、
８
月
８
日
、
８
月
２
３
日

監
査
の
結
果

講
じ
た
措
置

（
指
導
事
項
）
２
件
（
収
入
１
、
給
与
１
）

１
）
歳
入
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
収
入
未
済
が
あ

っ
た
。

①
政
務
調
査
費
返
還
金

過
年
度
分

先
数

件
円

②
政
務
活
動
費
返
還
金
に
係
る
延
滞
金

平
成

年
度
分

先
数

件
円

２
）
児
童
手
当
に
つ
い
て
、
職
権
に
基
づ
く
支
給
額

の
改
定
処
理
に
お
い
て
、
児
童
手
当
事
務
取
扱
要

領
第
５
条
に
定
め
る
額
改
定
通
知
書
の
作
成
及
び

受
給
者
へ
の
交
付
が
行
わ
れ
て
い
な
い
も
の
が
あ

り
、
ま
た
、
当
該
改
定
分
に
つ
い
て
は
、
改
定
後

の
支
給
額
が
受
給
者
台
帳
に
記
入
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
。

１
）
（
発
生
原
因
の
検
証
結
果
）

平
成
２
３
年
度
及
び
２
４
年
度
の
政
務
調
査
費
の

返
還
を
求
め
た
も
の
で
、
収
入
未
済
と
な
っ
て
い
る

も
の
。

随
時
返
還
す
る
旨
の
申
し
出
が
あ
っ
た
が
、
返
還

を
よ
り
確
実
に
す
る
た
め
、
納
付
者
宅
を
訪
れ
、
債

権
債
務
の
確
認
を
行
う
と
と
も
に
、
書
面
に
よ
り
返

還
計
画
書
を
徴
し
た
。

こ
の
際
に
徴
し
た
返
還
計
画
に
お
い
て
は
、
平
成

３
０
年
６
月
以
降
、
平
成
３
１
年
８
月
ま
で
、
毎
月

万
円
を
、
そ
の
後
は
、
毎
月

万
円
を
支
払
う
こ
と

と
し
て
お
り
、
ほ
ぼ
返
還
計
画
ど
お
り
支
払
い
が
行

わ
れ
て
い
る
。

今
後
の
対
応
策
等
）

納
付
者
の
現
状
を
考
慮
す
る
と
、
一
括
し
て
全
額

の
支
払
い
を
求
め
る
こ
と
は
難
し
い
も
の
と
思
料
さ

れ
る
こ
と
か
ら
、
毎
月
の
支
払
額
は
少
額
で
あ
る
も

の
の
、
返
還
計
画
に
基
づ
き
、
毎
月
、
遅
滞
な
く
継

続
し
て
支
払
い
が
な
さ
れ
る
よ
う
、
納
付
者
と
も
適

宜
連
絡
を
と
る
な
ど
、
今
後
も
き
め
細
か
な
債
権
管

理
を
行
い
、
収
入
未
済
の
解
消
に
向
け
て
取
り
組
む
。

２
）
（
発
生
原
因
の
検
証
結
果
）

本
件
は
年
度
の
切
替
の
タ
イ
ミ
ン
グ
と
同
時
に
支

給
額
の
改
定
が
な
さ
れ
た
案
件
で
あ
り
、
平
成
２
９

年
度
か
ら
平
成
３
０
年
度
へ
の
人
事
異
動
の
際
に
、

新
旧
の
担
当
者
間
で
適
切
に
引
継
ぎ
が
な
さ
れ
た
か

っ
た
こ
と
が
原
因
と
考
え
ら
れ
る
。

（
今
後
の
対
応
策
等
）

改
定
後
の
支
給
額
を
受
給
者
台
帳
に
記
入
す
る
と

と
も
に
、
本
改
定
作
業
に
つ
い
て
担
当
内
で
の
周
知

徹
底
を
図
り
、
ま
た
、
今
後
の
人
事
異
動
の
際
に
は

適
切
な
引
継
ぎ
が
な
さ
れ
る
よ
う
取
り
組
ん
で
い

く
。

監
査
対
象
機
関

警
察
本
部

監
査
対
象
期
間

平
成
３
０
年
度

監
査
実
施
日

令
和
元
年
７
月
２
４
日
～
２
５
日
、
８
月
７
日
、
８
月
２
３
日

監
査
の
結
果

講
じ
た
措
置

（
指
導
事
項
）
１
件
（
収
入
１
）

１
）
歳
入
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
収
入
未
済
が
あ

っ
た
。

①
放
置
違
反
金

１
）
（
今
後
の
対
策
等
）

継
続
的
に
滞
納
処
分
を
視
野
に
入
れ
た
所
在
調

査
、
電
話
、
臨
戸
等
を
行
い
徴
収
に
努
め
た
結
果
、
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過
年
度
分

先
数

件
円

②
放
置
違
反
金
に
係
る
延
滞
金

過
年
度
分

先
数

件
円

放
置
違
反
金
１
件

円
が
納
付
さ
れ
た
。
ま
た
、

債
務
者
が
出
国
し
た
ま
ま
未
納
付
と
な
っ
て
い
た
放

置
違
反
金
１
件

円
に
つ
い
て
は
、
令
和
元
年

５
月
２
１
日
に
時
効
が
完
成
し
、
不
納
欠
損
処
理
を

行
っ
た
。

今
後
も
引
き
続
き
、
未
納
付
者
へ
の
催
促
、
各
種
調

査
等
を
実
施
し
未
収
金
の
早
期
回
収
に
努
め
る
。

 

 
 ２

行
政
監
査

（
１
）
監
査
の
テ
ー
マ
物
品
の
管
理
に
つ
い
て
（
芸
術
品
・
歴
史
科
学
等
資
料
）

（
２
）
監
査
対
象
機
関
、
監
査
実
施
期
間
及
び
監
査
の
結
果
は
、
令
和
元
年
１
１
月
１
５
日
発
行
（
山
梨
県
公
報

号
外
第
三
十
三
号
）
山
梨
県
監
査
委
員
告
示
第
８
号
の
と
お
り

（
３
）
監
査
の
結
果
に
基
づ
く
措
置
状
況

意
見

 
講
じ
た
措
置

 
（
１
）
県
が
保
有
す
る
文
化
財
（
天
然
記
念
物
）
の
管
理

に
つ
い
て
（
学
術
文
化
財
課
）

 
学
術
文
化
財
課
で
保
管
し
て
い
る
ツ
キ
ヒ
ガ
イ
化

石
他
に
つ
い
て
、
現
物
の
数
量
が
備
品
原
簿
上
の
数

量
よ
り
少
な
く
、
所
在
不
明
と
な
っ
て
い
た
。

 
所
在
不
明
と
な
っ
て
い
る
ツ
キ
ヒ
ガ
イ
化
石
他
に

つ
い
て
は
、
現
有
す
る
化
石
と
合
わ
せ
て
、
県
の
天

然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
文
化
財
で
あ
る
。

 
財
務
規
則
で
は
「
物
品
は
、
良
好
な
状
態
で
常
に

供
用
又
は
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
保
管
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
規
定
さ
れ
、
運
用
通
知
で

は
「
備
品
が
良
好
な
状
態
で
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と

及
び
適
切
に
管
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た

め
、
課
長
及
び
か
い
長
は
帳
簿
に
登
載
さ
れ
て
い
る

も
の
と
現
物
を
照
合
し
、
報
告
す
る
こ
と
。
」
と
さ
れ

て
い
る
。

 
所
在
不
明
と
な
っ
て
い
る
化
石
に
つ
い
て
は
、
現

品
確
認
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
れ
ば
、
早
い
段
階
で

の
対
応
が
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

 
物
品
の
照
合
点
検
及
び
現
品
確
認
は
、
物
品
管
理

に
お
け
る
基
本
で
あ
り
、
そ
の
重
要
性
を
改
め
て
認

識
し
、
保
管
物
品
と
帳
簿
の
照
合
及
び
点
検
を
適
切

に
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
。

 
ま
た
、
当
該
化
石
３
７
点
の
う
ち
数
点
の
化
石
に

つ
い
て
私
人
等
に
貸
し
付
け
ら
れ
て
い
た
と
の
こ
と

で
あ
る
が
、
物
品
の
貸
付
け
の
書
類
等
が
確
認
で
き

な
か
っ
た
。

 
物
品
の
貸
付
け
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
財
務
規
則

に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
県
の
保
管
す
る
物
品
を
県
以

外
の
第
三
者
等
に
貸
し
付
け
る
場
合
に
は
、
規
則
で

定
め
る
手
続
き
に
従
っ
て
行
う
必
要
が
あ
る
。

 
文
化
財
等
の
重
要
な
物
品
は
、
県
民
共
有
の
貴
重

な
財
産
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
通
常
の
備
品
よ
り
一
層

の
厳
正
な
管
理
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
。

 
今
後
は
、
所
在
不
明
の
化
石
に
つ
い
て
さ
ら
に
調

査
を
進
め
、
所
在
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
事
案
の

発
生
原
因
を
検
証
し
、
現
品
確
認
に
お
け
る
チ
ェ
ッ

ク
体
制
の
不
備
の
改
善
や
管
理
体
制
の
整
っ
た
保
管

  （
発
生
原
因
の
検
証
結
果
）

 
当
該
備
品
は
、
平
成
６
年
に
県
に
寄
贈

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
寄
贈
の
手
続
き

に
お
い
て
、
台
帳
記
載
な
ど
が
適
切
に
行

わ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
全
て
が
学
術
文
化

財
課
に
引
き
渡
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
そ
の
状
況
が
把
握
で
き
な
い
ま

ま
今
日
に
至
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

 
不
足
す
る
事
実
に
、
早
い
段
階
で
対
応

で
き
な
か
っ
た
の
は
、
毎
年
行
っ
て
い
る

備
品
の
現
品
確
認
の
際
に
、
箱
に
収
容
さ

れ
て
い
る
備
品
全
て
に
つ
い
て
梱
包
を
解

い
て
個
別
に
確
認
す
べ
き
と
こ
ろ
こ
れ
を

怠
っ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、
現
品
確
認
と

は
別
の
機
会
に
、
当
該
備
品
の
調
査
が
行

わ
れ
た
記
録
が
確
認
で
き
た
が
、
課
内
で

の
情
報
共
有
や
引
き
継
ぎ
が
行
わ
れ
ず
、

組
織
的
な
対
応
が
と
ら
れ
て
い
な
か
っ
た

こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

 
 （
今
後
の
対
応
策
等
）

 
他
都
道
府
県
や
県
内
市
町
村
、
県
内
博

物
館
施
設
、
県
内
公
立
高
校
や
、
大
学
等

に
所
在
不
明
の
化
石
に
関
す
る
情
報
提
供

を
依
頼
す
る
と
と
も
に
、
県
民
に
事
実
を

公
表
し
、
広
く
協
力
を
求
め
た
。
こ
の
結

果
、
所
在
不
明
と
な
っ
て
い
た
化
石
７
点

の
う
ち
、
１
点
の
所
在
は
確
認
さ
れ
、
令

和
元
年
度
末
現
在
で
所
在
不
明
と
な
っ
て

い
る
化
石
は
６
点
と
な
っ
た
が
、
引
き
続

き
所
在
確
認
に
努
め
る
。

 
ま
た
、
現
存
す
る
化
石
（
備
品
）
に
つ

い
て
は
、
令
和
２
年
２
月
２
０
日
に
全
て

を
、
県
立
博
物
館
に
保
管
転
換
し
て
お

り
、
今
後
は
よ
り
適
正
な
管
理
下
に
お
い

て
保
管
す
る
と
と
も
に
、
公
開
活
用
に
努
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場
所
の
検
討
な
ど
再
発
防
止
策
を
講
じ
、
適
切
な
管

理
体
制
を
早
急
に
確
立
さ
れ
た
い
。

 
    （
２
）
主
要
備
品
で
あ
る
芸
術
品
等
の
適
切
な
管
理
に
つ

い
て
（
県
土
整
備
総
務
課
）

 
県
土
整
備
総
務
課
の
備
品
原
簿
に
登
載
さ
れ
て
い

る
模
型
に
つ
い
て
、
出
先
機
関
と
重
複
し
て
備
品
原

簿
に
登
載
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
っ
た
。

 
こ
の
模
型
は
取
得
価
格
が
高
額
で
主
要
備
品
原
簿

に
も
登
載
さ
れ
て
お
り
、
現
物
に
は
県
土
整
備
総
務

課
の
備
品
シ
ー
ル
と
出
先
機
関
の
備
品
シ
ー
ル
が
貼

付
さ
れ
て
い
た
。

 
主
要
備
品
は
高
額
で
重
要
な
備
品
で
あ
り
、
通
常

の
備
品
よ
り
一
層
の
厳
正
な
管
理
を
要
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
事
案
の
経
緯
に
つ
い
て
詳
細

に
調
査
し
、
財
務
規
則
等
に
従
っ
て
適
正
に
処
理
す

る
と
と
も
に
、
発
生
原
因
を
検
証
し
、
現
品
確
認
に

お
け
る
チ
ェ
ッ
ク
体
制
の
不
備
を
改
善
す
る
な
ど
、

県
民
共
有
の
貴
重
な
財
産
で
あ
る
芸

術
品
等
の
適
切

な
管
理
に
努
め
ら
れ
た
い
。

 

め
る
。

 
な
お
、
博
物
館
が
貸
し
出
し
を
行

う
際

に
は
、
文
化
財
保
護
法
、
財
務
規
則
に
沿

っ
た
取
扱
い
に
留
意
す
る
よ
う
求
め
て
い

く
。

 
   （

発
生
原
因
の
検
証
結
果
）

 
平
成

10
年
度
に
組
織
改
編
が
行
わ
れ
、

そ
の
際
に
同
備
品
に
つ
い
て
保
管
転
換
が

行
わ
れ
た
が
、
事
務
処
理
が
適
切
に
処
理

さ
れ
ず
､
二
重
登
録
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。

 
 （
今
後
の
対
応
策
等
）

 
重
複
し
て
備
品
原
簿
に
登
載
さ
れ
て
い

る
模
型
に
つ
い
て
は
、
物
品
返
納
及
び
棄

却
処
理
を
行
い
、
貼
付
し
て
い
た
備
品
シ

ー
ル
を
剥
が
し
た
。
今
後
は
、
同
様
の
事

案
が
発
生
し
な
い
よ
う
、
備
品
の
現
品
確

認
の
実
施
、
保
管
転
換
な
ど
適
正
な
事
務

処
理
に
努
め
る
。
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